
科学技術・イノベーション基本計画等における関連した記載内容
３．実効性のある科学技術イノベーション政策の推進
（１）政策の企画⽴案及び推進機能の強化 ＜推進⽅策＞
 国は、「科学技術イノベーション政策のための科学」を推進し、客観的根拠（エビデンス）に基づく政策の企画⽴案、その評価及び検証結果の政策への反映を進め

るとともに、政策の前提条件を評価し、それを政策の企画⽴案等に反映するプロセスを確⽴する。その際、⾃然科学の研究者はもとより、広く⼈⽂社会科学の研究
者の参画を得て、これらの取組を通じ、政策形成に携わる⼈材の養成を進める。

※ ほか、ELSI対応の⼀環として、レギュラトリーサイエンスの充実や、テクノロジーアセスメントをはじめとした社会と科学技術イノベーションとの関わりについ
て専⾨的な知識を有する⼈材の養成、確保について⾔及されている。

第６章 科学技術イノベーションと社会との関係深化
（１）共創的科学技術イノベーションの推進
① ステークホルダーによる対話・協働
② 共創に向けた各ステークホルダーの取組
③ 政策形成への科学的助⾔
④ 倫理的・法制度的・社会的取組


第７章 科学技術イノベーションの推進機能の強化
（４）実効性ある科学技術イノベーション政策の推進と司令塔機能の強化
 加えて、客観的根拠に基づく政策の企画⽴案、評価、政策への反映等を進める。このため、経済・社会の有り得る将来展開などを客観的根拠に基づき体系的に観

察・分析する仕組みの導⼊や、政策効果を評価・分析するためのデータ及び情報の体系的整備、指標及びツールの開発等を推進する。
※ ほか、シチズンサイエンスの重要性について⾔及されている。また、研究者が国⺠や政策形成者等と共に研究計画を策定し、研究実施や成果普及を進めるような

⽅法論の創出と環境整備を促進することにも触れられている。

第４期科学技術基本計画（H23~H27）

２．知のフロンティアを開拓し価値創造の源泉となる研究⼒の強化
（１）多様で卓越した研究を⽣み出す環境の再構築
⑦⼈⽂・社会科学の振興と総合知の創出
○ 関係省庁の政策課題を踏まえ、⼈⽂・社会科学分野の研究者と⾏政官が政策研究・分析を協働して⾏う取組を 2021 年度から更に強化する。また、未来社会を⾒

据え、⼈⽂・社会科学系の研究者が、社会の様々なステークホルダーとともに、総合知により取り組むべき課題を共創する取組を⽀援する。こうした取組を通じ
て、社会の諸問題解決に挑戦する⼈的ネットワークを強化する。

３．総合科学技術・イノベーション会議の司令塔機能の強化
（１）「総合知」を活⽤する機能の強化と未来に向けた政策の⽴案・情報発信

社会課題を解決するためには、従来の延⻑線上の取組のみならず、新たな価値観を⽰し、制度的なアプローチをとることが求められる。新たな技術を社会で活
⽤するにあたり⽣じる制度⾯や倫理⾯、社会における受容などの課題に対応するため、⼈⽂・社会科学も含めた「総合知」を活⽤できる仕組みを構築する。その
際、2030年、更にその先の⽬指すべき社会像を描き、その社会像からのバックキャスト的アプローチで政策の体系化を図るとともに、現状をしっかりと把握・分
析し、未来に向けた新たな政策をフォーキャスト的なアプローチで⽴案し、これらを総合してフォーサイトを⾏う。 また、政策⽴案にあたっては、社会との多層
的な科学技術コミュニケーションや国⺠をはじめとする多様なセクターへの情報発信も重要である。トランス・サイエンスが重視される時代における「政策のた
めの科学（Science for Policy）」の重要性にも鑑み、アカデミアと政治・⾏政との間で、課題認識や前提を共有した上で、科学的知⾒に基づく独⽴かつ的確な助
⾔や提⾔が⾏われることが重要であり、例えば、これらの関係者間をつなぐ仕組みの構築を検討する。

第５期科学技術基本計画（H28~R2）

第６期科学技術・イノベーション基本計画（R3~）
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【参考】 第３期科学技術基本計画における関連した記載
第３章 科学技術システム改⾰

２．科学の発展と絶えざるイノベーションの創出
（５）研究開発の効果的・効率的推進

③ 評価システムの改⾰
（改⾰の⽅向）

創造への挑戦を励まし成果を問う評価となるよう、評価の観点として、評価が必要以上に管理的にな
らないようにすることや、研究者が挑戦した課題の困難性も勘案し意欲喚起を図ること、独創的で優れ
た研究者・研究開発を⾒いだし育てることのできる資質を持つ評価⼈材を養成・確保すること等に努め
る。
世界⽔準の信頼できる評価となるよう、評価の実施に当たって、評価対象や評価時期、評価⽬的等
に応じて適切な調査･分析法及び評価法を選択すること、評価⼿法の開発・改良を進めること、若⼿を
含む評価⼈材（評価に精通した個別分野の専⾨家、府省や機関等の職員、評価を専⾨分野とする
研究者等）の養成や評価能⼒の向上を図ること等に努める。（略）

（効果的・効率的な評価システムの運営）
評価の不必要な重複を避け、評価の連続性と⼀貫性を保ち、全体として効果的・効率的に評価シス

テムを運営していく観点から、研究開発を実施する府省や機関等は、評価システムの運営に関する責
任者を定め、評価の相互連携・活⽤や評価のための体制・基盤の整備等を⾏うことにより、評価システ
ムの改善を図る。その際、評価のための予算の確保、評価⼈材の養成・確保、データベースの構築・管
理等を進める。

第４章 社会・国⺠に⽀持される科学技術
科学技術活動、科学技術システムは、社会・国⺠から独⽴して存在せず、広く社会・国⺠に⽀持されて初めて科学技術の発展が可能になると

いっても過⾔ではなく、「社会・国⺠に⽀持され、成果を還元する科学技術」は第３期基本計画を貫く姿勢である。そのため、総合科学技術会議、
関係府省、地⽅公共団体、⽇本学術会議、学協会等の研究者コミュニティ、各研究機関、個々の研究者など様々なレベル・主体がそれぞれの役
割を担い、適切に施策の推進を図る。
なお、現代社会の諸問題の克服に当たって、⼈⽂・社会科学の役割は重要であり、⾃然科学と⼈⽂・社会科学を合わせた総合的な取組を進め

ていく必要がある。（略）
１．科学技術が及ぼす倫理的・法的・社会的課題への責任ある取組
２．科学技術に関する説明責任と情報発信の強化
３．科学技術に関する国⺠意識の醸成
４．国⺠の科学技術への主体的な参加の促進
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